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○ 徽章の理念は『平等』を現しています。 
 
○ 上半分は『太陽』を、下半分は『海』を意味しています。 
 

『太陽』は生きる者全てに、わけ隔てなく光を与え育み
ます。そして人への愛、温もり、笑顔などのイメージが
広がります。 

 
『海』は、地球上のあらゆる生物を産み、暖かく育てて
くれた場です。 
 

○ 『太陽』と『海』の存在が、平等を実現しています。 

私達は、高い志を持ち、時代の要請に基づき先

駆的に社会福祉の充実を図るため、利他の精

神をもって活力ある経営を行い、社会福祉法人

としての責務を果たし、社会に貢献してまいりま

す。 
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